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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第35期

第３四半期連結
累計期間

第36期
第３四半期連結
累計期間

第35期
第３四半期連結
会計期間

第36期
第３四半期連結
会計期間

第35期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
12月31日

自平成21年
４月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年
12月31日

自平成21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（百万円） 18,960 17,567 6,054 5,815 24,685

経常利益（百万円） 1,798 2,563 759 801 2,199

四半期（当期）純利益（百万円） 926 2,742 426 1,565 1,341

純資産額（百万円） － － 2,368 4,831 3,573

総資産額（百万円） － － 28,178 30,327 30,884

１株当たり純資産額（円） － － 87.91 188.56 136.39

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
37.45 110.94 17.25 63.34 54.27

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） － － 7.7 15.4 10.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
1,832 2,971 － － 3,076

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△657 △295 － － △758

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△836 △1,484 － － △1,656

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 4,664 6,174 5,271

従業員数（人） － － 659 609 650

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年12月31日現在

従業員数（人） 609     

 

(2）提出会社の状況

当社は純粋持株会社のため従業員はおりません。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第３四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同四半期比（％）　

  栄養補給食品等 8,527 81.5

合計 8,527 81.5

（注）１．金額は当社グループの販売価格（売上割戻高控除前）換算で表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当社グループは受注生産を行っておりませんので、該当事項はありません。

(3）販売実績

　当第３四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同四半期比（％）

   栄養補給食品等 5,815 96.1

合計 5,815 96.1

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

２【事業等のリスク】

　当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　（１）業績の概況

当第３四半期連結会計期間における売上高の減少は、主として為替の影響によるものです。

純売上高は3.9％の減少となりましたが、為替変動の影響を除けば1.1％の増加となります。

世界経済が厳しい環境に直面している中、当社グループは事業活動の特性から生じる利点を生かし、また経費

削減活動を進めることにより利益を確保することができました。

そのような努力の結果、営業利益率は前年同期の16.3％から16.9％へと、0.6％改善いたしました。

また、営業利益は前年同期比0.4％減となりましたが、経常利益は前年同期比5.5％増となりました。

四半期純利益は、現金を伴わない一過性の要因である、のれん償却に対する繰延税金資産の評価性引当金の取

崩による税金費用の減少1,260百万円等があったことにより、前年同期比267.4％増となりました。

当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、棚卸資産、売掛債権の減少、のれんの償却等により前期末

に比べ557百万円の減少となりました。

なお、現金及び預金の残高は、四半期純利益の増加により前連結会計年度末と比較し903百万円の増加となりま

した。

　負債につきましては、退職給付引当金の減少及びUSドル安による影響等もあり前連結会計年度末に比べ1,815百

万円の減少となりました。

また、純資産につきましては、1,257百万円の増加となりました。

 

　（２）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は6,174百万円となり、第２四半期連結会計期間末よ

り415百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益835百万円、減価償却費361百万

円による収入があり、法人税等の支払402百万円等があったものの、営業活動全体として863百万円（前年同四半

期は505百万円）の収入となりました。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出28百万円、無形固定資産の

取得による支出28百万円等により、投資活動全体として55百万円（前年同四半期は79百万円）の支出となりまし

た。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払による支出370百万円、リース債務の返済107

百万円等により、財務活動全体として477百万円（前年同四半期は410百万円）の支出となりました。

　（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　（４）研究開発活動

　当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、97百万円であります。

　なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　  当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重

要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年２月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 25,920,000 25,920,000ジャスダック証券取引所 －

計 25,920,000 25,920,000 － －

 (注）「提出日現在発行数」欄には、平成22年２月１日からこの第３四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

1)　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定及び平成16年６月24日定時株主総会決議、平成17年6月29日定時株主

総会決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成16年９月22日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年12月31日）

新株予約権の数（個） 93,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　　　　　　　　　　　　　

新株予約権の目的となる株式の数（株） 93,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,430

新株予約権の行使期間
自　平成16年10月１日 

至　平成26年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

1,430

715

新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部は行使できないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 
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②　平成16年11月30日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年12月31日）

新株予約権の数（個） 105,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新株予約権の目的となる株式の数（株） 105,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,343

新株予約権の行使期間
自　平成16年12月10日 

至　平成26年12月９日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

1,343

672

新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部は行使できないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項   － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －
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③　平成17年６月30日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年12月31日）

新株予約権の数（個） 17,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式　　　　　　　　　　　　

新株予約権の目的となる株式の数（株） 17,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,050

新株予約権の行使期間
自　平成17年７月８日

至　平成27年７月７日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

1,050

525

新株予約権の行使の条件

１）各新株予約権の一部は行使できないものとする。

２) 被割当者は、権利行使時に当社又は当社子会社の取締

役、執行役、従業員及びこれらに準ずる者の地位にあること

を要する。

３）この他の条件は、別途定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項   － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

（注）新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整

します。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、合併・会社分割を行う場合等、行使価格の調整事由が生じた場合にも、適切に調整します。

調整後行使価額＝調整前行使価額×（１/分割・併合の比率）
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２）会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。　

①　平成18年６月30日取締役会決議　

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年12月31日）

新株予約権の数（個） 100,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 100,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 985

新株予約権の行使期間
自　平成18年７月１日

至　平成28年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　985

資本組入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　493

新株予約権の行使の条件

1)各新株予約権の一部は行使できないものとする。

2)被割当者は、権利行使時に当社又は当社子会社の取締役、

執行役、従業員及びこれらに準ずる者の地位にあることを

要する。

3）この他の条件は、別途定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換又

は株式移転を行う場合には、当該契約または計画に従い、本

新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合

併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分

割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新

設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式

交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立す

る株式会社の新株予約権が交付されうる。

この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定め

るとおりとする。
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第３四半期会計期間末現在
（平成21年12月31日）

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(1) 新株予約権の目的である株式

合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸

収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継

する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換

により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転に

より設立する株式会社の同種の株式

(2) 新株予約権の目的である株式の数

 合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調

整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に

交付する株式の数に１株に満たない端数が生じる場合、こ

れを切り捨てる。

(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（行

使価額）

 合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調

整する。調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上

げる。

(4) 新株予約権を行使することができる期間、新株予約権

の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる

事由等

 吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。

(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限

 新株予約権の譲渡による取得については、新株予約権を交

付する会社の取締役会の承認を要する。
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②　平成18年６月30日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年12月31日）

新株予約権の数（個） 1,036,800

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,036,800

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,313

新株予約権の行使期間
自　平成18年７月１日

至　平成28年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,313

資本組入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　657

新株予約権の行使の条件

1)各新株予約権の一部は行使できないものとする。

2)被割当者は、権利行使時に当社又は当社子会社の取締役、

執行役、従業員及びこれらに準ずる者の地位にあることを

要する。

3）この他の条件は、別途定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換又

は株式移転を行う場合には、当該契約または計画に従い、本

新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合

併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分

割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新

設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式

交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立す

る株式会社の新株予約権が交付されうる。この場合に、交付

されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
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第３四半期会計期間末現在
（平成21年12月31日）

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(1) 新株予約権の目的である株式

 合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、

吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承

継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交

換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転

により設立する株式会社の同種の株式

(2) 新株予約権の目的である株式の数

 合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調

整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に

交付する株式の数に１株に満たない端数が生じる場合、こ

れを切り捨てる。

(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（行

使価額）

　合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調

整する。調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上

げる。

(4) 新株予約権を行使することができる期間、新株予約権

の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる

事由等

 吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。

(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限

 新株予約権の譲渡による取得については、新株予約権を交

付する会社の取締役会の承認を要する。
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③　平成18年６月30日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年12月31日）

新株予約権の数（個） 372,430

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 372,430

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,071

新株予約権の行使期間
自　平成18年７月１日

至　平成28年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,071

資本組入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　536

新株予約権の行使の条件

1)各新株予約権の一部は行使できないものとする。

2)被割当者は、権利行使時に当社又は当社子会社の取締役、

執行役、従業員及びこれらに準ずる者の地位にあることを

要する。

3）この他の条件は、別途定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換

又は株式移転を行う場合には、当該契約または計画に従い、

本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該

合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収

分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該

新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株

式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立

する株式会社の新株予約権が交付されうる。この場合に、交

付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとす

る。 
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第３四半期会計期間末現在
（平成21年12月31日）

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(1) 新株予約権の目的である株式

 合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、

吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承

継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交

換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転

により設立する株式会社の同種の株式

(2) 新株予約権の目的である株式の数

 合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調

整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に

交付する株式の数に１株に満たない端数が生じる場合、こ

れを切り捨てる。

(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（行

使価額）

　合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調

整する。調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上

げる。

 (4) 新株予約権を行使することができる期間、新株予約権

の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる

事由等

 吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。

(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限

 新株予約権の譲渡による取得については、新株予約権を交

付する会社の取締役会の承認を要する。
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④　平成21年８月12日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年12月31日）

新株予約権の数（個） 100,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 100,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 747

新株予約権の行使期間
自　平成21年８月18日

至　平成31年８月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  747

資本組入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　374

新株予約権の行使の条件

1)各新株予約権の一部は行使できないものとする。

2)被割当者は、権利行使時に当社又は当社子会社の取締役、

執行役、従業員及びこれらに準ずる者の地位にあることを

要する。

3）この他の条件は、別途定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換

又は株式移転を行う場合には、当該契約または計画に従い、

本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該

合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収

分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該

新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株

式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立

する株式会社の新株予約権が交付されうる。この場合に、交

付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとす

る。 
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第３四半期会計期間末現在
（平成21年12月31日）

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(1) 新株予約権の目的である株式

 合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、

吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承

継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交

換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転

により設立する株式会社の同種の株式

(2) 新株予約権の目的である株式の数

 合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調

整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に

交付する株式の数に１株に満たない端数が生じる場合、こ

れを切り捨てる。

(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（行

使価額）

　合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調

整する。調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上

げる。

 (4) 新株予約権を行使することができる期間、新株予約権

の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる

事由等

 吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。

(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限

 新株予約権の譲渡による取得については、新株予約権を交

付する会社の取締役会の承認を要する。

（注）新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整

します。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、合併・会社分割を行う場合等、行使価格の調整事由が生じた場合にも、適切に調整します。

調整後行使価額＝調整前行使価額×（１/分割・併合の比率）

 

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成21年10月１日　

　～

平成21年12月31日　

　－ 25,920,000－　 1,296 　－ 　－
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（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。 
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成21年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。 

 平成21年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 　　－ － －

議決権制限株式（自己株式等） 　　－ － －

議決権制限株式（その他） 　　－ － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　 　1,199,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　  24,585,000 24,585 －

単元未満株式 普通株式       136,000 － －

発行済株式総数 25,920,000 － －

総株主の議決権 － 24,585 －

 

②【自己株式等】

 平成21年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

シャクリー・グローバル

・グループ株式会社

東京都港区西麻布３

丁目２番６号
1,199,000 － 1,199,000 4.62

計 － 1,199,000 － 1,199,000 4.62

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 750 789 730 730 760 745 800 721 630

最低（円） 630 712 670 659 690 710 700 652 540

　（注）ジャスダック証券取引所における株価を記載しております。
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３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責

任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,177 5,273

売掛金 1,862 1,973

商品及び製品 1,521 1,983

原材料及び貯蔵品 ※1
 1,184

※1
 1,023

その他 1,440 1,510

貸倒引当金 △41 △39

流動資産合計 12,145 11,724

固定資産

有形固定資産 ※2
 3,599

※2
 4,022

無形固定資産

のれん 7,214 8,295

商標 3,520 3,757

その他 1,073 1,169

無形固定資産合計 11,808 13,222

投資その他の資産

その他 2,775 1,916

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 2,772 1,914

固定資産合計 18,181 19,159

資産合計 30,327 30,884

負債の部

流動負債

買掛金 1,351 1,480

1年内返済予定の長期借入金 ※3
 952

※3
 866

1年以内のリース債務 475 571

未払売上割戻金 1,526 1,591

未払法人税等 714 408

未払費用 1,557 1,763

代理店研修会議費引当金 337 348

その他 711 920

流動負債合計 7,627 7,950

固定負債

長期借入金 ※3
 13,692

※3
 14,393

長期リース債務 2,523 2,699

退職給付引当金 927 1,427

役員退職慰労引当金 40 37

繰延税金負債 － 255

その他 683 548

固定負債合計 17,867 19,360

負債合計 25,495 27,310
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,296 1,296

利益剰余金 5,652 3,651

自己株式 △971 △968

株主資本合計 5,976 3,979

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4 5

為替換算調整勘定 △1,319 △612

評価・換算差額等合計 △1,315 △607

新株予約権 170 201

純資産合計 4,831 3,573

負債純資産合計 30,327 30,884
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 18,960 17,567

売上原価 6,999 6,416

売上総利益 11,961 11,151

販売費及び一般管理費 ※1
 9,564

※1
 8,195

営業利益 2,396 2,956

営業外収益

受取利息 67 6

デリバティブ評価益 － 19

為替差益 17 64

債務勘定整理益 － 51

その他 12 17

営業外収益合計 97 158

営業外費用

支払利息 559 455

その他 136 94

営業外費用合計 695 550

経常利益 1,798 2,563

特別利益

退職後医療費給付制度変更戻入益 － 301

新株予約権戻入益 － 40

特別利益合計 － 342

特別損失

固定資産除却損 2 0

特別損失合計 2 0

税金等調整前四半期純利益 1,796 2,905

法人税等 870 163

四半期純利益 926 2,742
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 6,054 5,815

売上原価 2,254 2,124

売上総利益 3,799 3,691

販売費及び一般管理費 ※1
 2,812

※1
 2,708

営業利益 986 982

営業外収益

受取利息 10 △8

デリバティブ評価益 － △0

為替差益 9 △6

債務勘定整理益 － △1

その他 4 5

営業外収益合計 25 △10

営業外費用

支払利息 176 146

デリバティブ評価損 37 －

その他 38 23

営業外費用合計 252 170

経常利益 759 801

特別利益

退職後医療費給付制度変更戻入益 － △6

新株予約権戻入益 － 40

特別利益合計 － 34

特別損失

固定資産除却損 0 △0

特別損失合計 0 △0

税金等調整前四半期純利益 759 835

法人税等 332 △730

四半期純利益 426 1,565
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,796 2,905

減価償却費 926 1,180

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 1

受取利息及び受取配当金 △68 △7

支払利息 559 455

為替差損益（△は益） 3 △8

有形固定資産除売却損益（△は益） 2 0

デリバティブ評価損益（△は益） 2 △19

売上債権の増減額（△は増加） △29 82

たな卸資産の増減額（△は増加） △272 162

長期前払費用の増減額（△は増加） △1 －

仕入債務の増減額（△は減少） △40 △47

未払費用の増減額（△は減少） △16 △196

代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） △58 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △89 △443

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6 3

その他 △3 △67

小計 2,704 3,999

利息及び配当金の受取額 41 4

利息の支払額 △390 △377

法人税等の支払額 △849 △949

法人税等の還付額 327 293

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,832 2,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △321 △114

無形固定資産の取得による支出 △272 △146

従業員に対する貸付けによる支出 △87 △46

従業員に対する貸付金の回収による収入 25 12

長期性預金の預入れによる支出 △0 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △657 △295

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △14 △392

配当金の支払額 △741 △741

リース債務の返済による支出 △79 △346

自己株式の取得による支出 △1 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △836 △1,484

現金及び現金同等物に係る換算差額 △373 △288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △35 902

現金及び現金同等物の期首残高 4,699 5,271

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 4,664

※1
 6,174
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【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 　当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定し

たものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績

率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２．法人税等並びに繰延税金資産及び繰

延税金負債の算定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目

を重要なものに限定する方法によっております。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１．税金費用の計算 　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１.原材料及び貯蔵品には仕掛品302百万円が含まれてお

ります。

※１.原材料及び貯蔵品には仕掛品224百万円が含まれてお

ります。

※２.有形固定資産の減価償却累計額は、4,127百万円であ

ります。

※２.有形固定資産の減価償却累計額は、4,157百万円であ

ります。

※３．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

※３．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

投資有価証券 834百万円 投資有価証券 834百万円

　上記の投資有価証券は、連結子会社株式であり、連結貸借

対照表には計上されておりません。 

担保付債務は、次のとおりであります。

　上記の投資有価証券は、連結子会社株式であり、連結貸借

対照表には計上されておりません。 

担保付債務は、次のとおりであります。

１年内返済予定の

長期借入金

920百万円

長期借入金 13,656百万円

１年内返済予定の

長期借入金

842百万円

長期借入金 14,320百万円

　４．特定融資枠契約 　４．特定融資枠契約

特定融資枠契約額 4,000百万円

借入実行残高 －百万円

未実行残高 4,000百万円

特定融資枠契約額 4,000百万円

借入実行残高 －百万円

未実行残高 4,000百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

※１販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

※１販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

代理店研修会議費引当金繰入額 233百万円

従業員給与・手当・賞与 3,153 

退職給付費用 83 

研究開発費 436 

代理店研修会議費引当金繰入額 195百万円

従業員給与・手当・賞与 2,699 

退職給付費用 288 

研究開発費 324 

前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

※１販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

※１販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

代理店研修会議費引当金繰入額 80百万円

従業員給与・手当・賞与 997 

退職給付費用 53 

研究開発費 128 

代理店研修会議費引当金繰入額 80百万円

従業員給与・手当・賞与 837 

退職給付費用 196 

研究開発費 97 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

※１. 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※１. 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

（百万円）

（平成21年12月31日現在）

（百万円）

　現金及び預金勘定 4,665

　預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1

　現金及び現金同等物 4,664

 

　現金及び預金勘定 6,177

　預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △2

　現金及び現金同等物 6,174

 

 

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　25,920千株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　 1,201千株

３．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　　親会社　170百万円

４．配当に関する事項

 　(1)配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年５月19日

取締役会
普通株式 370 15平成21年３月31日平成21年６月24日　利益剰余金

平成21年11月11日

取締役会
普通株式 370 15平成21年９月30日平成21年12月28日　利益剰余金

 ５．株主資本の金額の著しい変動

   当第３四半期連結累計期間における剰余金の配当については、「４．配当に関する事項」に記載しており

ます。　
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至

平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）

　当社グループは、栄養補給食品等以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

　

 

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）

その他の
地域
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

　　

売上高                         　

(1）外部顧客に対する売

上高
1,905 3,908 239 6,054 － 6,054 　

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
10 228 － 239 △239 － 　

計 1,915 4,137 239 6,293 △239 6,054 　

営業利益（又は営業損失） 294 809 △32 1,070 △84 986 　

　

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）

その他の
地域
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

　　

売上高                         　

(1）外部顧客に対する売

上高
1,960 3,603 251 5,815 － 5,815 　

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
7 240 － 247 △247 － 　

計 1,967 3,844 251 6,063 △247 5,815 　

営業利益（又は営業損失） 382 681 4 1,068 △85 982 　
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前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）

その他の
地域
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

　　

売上高                         　

(1）外部顧客に対する売

上高
5,90512,371 684 18,960 － 18,960 　

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
31 667 － 698 △698 － 　

計 5,93613,038 684 19,659△698 18,960 　

営業利益（又は営業損失） 1,014 1,744 △145 2,614 △217 2,396 　

　

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）

その他の
地域
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

　　

売上高                         　

(1）外部顧客に対する売

上高
5,78511,087 694 17,567 － 17,567 　

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
14 633 － 647 △647 － 　

計 5,79911,721 694 18,215△647 17,567 　

営業利益（又は営業損失） 1,291 1,950 △69 3,172 △216 2,956 　

（注）１．国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

      ２．各区分に属する主要な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

  　　　 （１）北米・・・・米国、カナダ、メキシコ

  　 　　（２）その他・・・マレーシア、台湾、中国

      ３．会計処理の方法の変更

        前第３四半期連結累計期間　

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間

の営業利益は日本で21百万円減少しております。

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い）

  第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった

場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益は北米で419百万円減少しております。

 

EDINET提出書類

シャクリー・グローバル・グループ株式会社(E03105)

四半期報告書

31/37



【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

 北米 その他の地域 計 　

Ⅰ　海外売上高（百万円） 3,908 239 4,148 　

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 6,054 　

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
64.6 4.0 68.5 　

　

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

 北米 その他の地域 計 　

Ⅰ　海外売上高（百万円） 3,575 280 3,855 　

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 5,815 　

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
61.5 4.8 66.3 　

　

前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

 北米 その他の地域 計 　

Ⅰ　海外売上高（百万円） 12,371 684 13,055 　

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 18,960 　

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
65.2 3.6 68.9 　

　

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

 北米 その他の地域 計 　

Ⅰ　海外売上高（百万円） 11,017 764 11,781 　

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 17,567 　

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
62.7 4.3 67.1 　

　（注）１．国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

２．各区分に属する主要な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

 （１）北米・・・・米国、カナダ、メキシコ

 （２）その他・・・マレーシア、台湾、中国、シンガポール

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高であります。

 

EDINET提出書類

シャクリー・グローバル・グループ株式会社(E03105)

四半期報告書

32/37



（デリバティブ取引関係）

　当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）

対象物の種類が金利であるデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前

連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。　

　対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 　時価（百万円） 評価損益（百万円）

金利 スワップ取引　 3,208 △13 △13

 

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

１．ストック・オプションに係る当第３四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　販売費及び一般管理費の株式報酬費用　　　　１百万円

２．当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 188.56円 １株当たり純資産額 136.39円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 37.45円 １株当たり四半期純利益金額 110.94円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純利益（百万円） 926 2,742

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 926 2,742

期中平均株式数（千株） 24,726 24,721

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式で、前連結会計年度から重要な変動が

あったものの概要

───── ─────
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 17.25円 １株当たり四半期純利益金額 63.34円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純利益（百万円） 426 1,565

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 426 1,565

期中平均株式数（千株） 24,726 24,719

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式で、前連結会計年度から重要な変動が

あったものの概要

───── ─────

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

平成21年11月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり行う旨決議いたしました。

(1）中間配当による配当金の総額 …………………………370百万円

(2）１株当たりの金額…………………………………………15円00銭

(3）支払請求権の効力発生日及び支払開始日……平成21年12月28日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年２月13日

シャクリー・グローバル・グループ株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 太田　恵子　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 室橋　陽二　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 田中　葉子　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているシャクリー・グロー

バル・グループ株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成

20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）

に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、シャクリー・グローバル・グループ株式会社及び連結子会社の平成20年

12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに

第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点にお

いて認められなかった。

　追記情報 

　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載のとおり、会社は当連結会計年度の第１四半期連

結累計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」を適用している。 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）1)上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管

しております。

2)四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月９日

シャクリー・グローバル・グループ株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岸上　恵子　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 室橋　陽二　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 田中　葉子　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているシャクリー・グロー

バル・グループ株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成

21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）

に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、シャクリー・グローバル・グループ株式会社及び連結子会社の平成21年

12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに

第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点にお

いて認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　　　２. 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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